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　「思わず、いいね　 」
写真提供：鈴木良昇 氏（東支部・株式会社墨田電材社）

撮り手の一言

●組合員
　株式会社カネデンの取締役社長に金子 誉氏が就任され、前社長の金子禎宏氏は代表取締
役会長に就任されました。（８月26日付）

告　　　知　　　板

　遠くにザルツブルグ城（城塞）が見えるミラベル宮殿、
　サウンドオブミュージックの舞台となった庭園です。
　多くの観光客で賑わっていました。

東電材及び関係団体の会議、行事予定

11月６日（水）
・�市場活性委員会、�
電気工事業・電材卸業懇談会

11月８日（金）
・�北支部会

10月１日（火）
・経営委員会、経営セミナー

10月７日（月）
・広報委員会

10月22日（火）
・中央支部会

10月23日（水）
・業務委員会

10月26日（土）
・�秋のレクレーション�
（よみうりランド）

10月30日（水）～31日（木）
・�中央会主催　“組合まつりin　TOKYO”�
（東京国際フォーラム）出展

（関係各位におかれましては催事日程が重ならぬよう、ご協力のほどお願い申し上げます。）

※令和７年１月21日（火）
　・新年賀詞交歓会

11月20日（水）
・�親睦ゴルフ会

11月22日（金）
・�西支部会

11月26日（火）
・�執行部会、第527回理事会


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南　支　部　会

定刻の午後５時30分に原田副支部長（不
二照明電材株式会社）の司会進行のもと、
定例の支部会を開始した。司会者による出
席者の確認の後、鉢嶺支部長（株式会社中
央電材）が、「本日はお忙しい中、また暑
い日が続く中、支部会にお集まりいただき
有難うございます。今回、開催のご連絡が
遅くなりました事をお詫びするとともに、
それにもかかわらず多くの方にご出席いた
だきました事に重ねて感謝申し上げます。
さて、ご存知の通り、2023年スイスで行わ
れた会議において、すべての一般照明用蛍
光ランプの製造・輸出入が、2027年末に禁

止されることが決定しました。そのような
中で、日本照明工業会の調査によると、
LED化率は約60％で未だ約40％が既存の光
源のまま残っているということです。今後、
大きなリニューアル需要が期待できますの
で、我々も情報交換を行いながら、需要の
刈取りに邁進したいと思っています。本日
は、宜しくお願い致します。」と挨拶を行っ
た。

続いて、川上副理事長（ハマノ電気株式
会社）より、６月19日に開催された理事会
以降は開催が無く、次回は９月24日に開催
されるとの報告があった。また川上副理事

長からは、支部会担当として各支部
の支部会の開催状況について詳細に
説明があった。青年部会「東青会」
については山平事務局長より、５月
24日に総会開催以降行われてなく、
年内にダイキンさんの工場見学を実
施する予定も日程が合わず、年明け
に再度日程調整をしている状況との
説明があった。委員会報告に移り、
業務委員会については西山委員長

（西山商事株式会社）より、７月18

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年８月22日（木）午後５時30分より

場　所：世田谷区太子堂　キャロットタワー 26F

　　　　「オークラレストランスカイキャロット」

南支部（支部長＝鉢嶺清弘氏、組合員16社・支部構成数26社）は、標記
の通り、三軒茶屋の「オークラレストランスカイキャロット」において、
定例の支部会を開催した。当日は組合員18名が出席、事務局からは山平事
務局長が参加した。
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� 支部会だより� 支部会だより
引続き、鉢嶺支部長より報告事項として、

次回の支部会を10月末もしくは11月にパナ
ソニック株式会社のショウルーム見学を兼
ねて実施したい旨と、７月19日にテルヤ電
機株式会社100周年記念祝賀会が「オーク
ラ東京」で盛大に行われ、南支部代表とし
て出席させていただき、まさに「あっぱ
れ！」という思いだったとの報告があった。

この後、順番に一分間スピーチを行った。
グルメや健康の話、趣味などそれぞれ多様
な話があり、大変興味深く参考になった。
以上にて、定例の支部会を終了した。

支部会終了後、懇親会を開催した。冒頭
に田中商事株式会社：安部社長から、「私、
４月から社長に就任いたしました。当初は
いろいろあって頭の中がぐちゃぐちゃでし
たが、多少整理できてきました。組合活動
も２年目になりますが、横のつながりがで
き刺激を受けています。情報交換をしなが
ら、お互い切磋琢磨していきたいと考えて
おります。健康に留意して、頑張って参り
ましょう！」と乾杯の発声があり、開宴と
なった。料理とお酒を楽しみながら、賑や
かな歓談のひと時を過ごした。

宴もたけなわの頃合いに、パナソニック
電材ソリューションズ株式会社の佐々木次
長が、更なる支部の発展を祈念して三本締
めを行い、懇親会をお開きとした。

日に神山副理事長のご厚意により、海光電
業株式会社にて開催された１回目の委員会
の内容として、10月26日（土）に昨年同様
よみうりランドにて秋のレクレーションを
開催する件と、来年３月７日に第28回支部
対抗ボウリング大会が実施される件が決定
したので、積極的に参加して欲しいとのお
願いがあった。市場活性委員会については
小俣委員（テルヤ電機株式会社）より、８
月８日に本年度１回目の委員会が開催さ
れ、11月６日に都工組様幹部・青年部会様
との懇親会が開催される件や、２月に行わ
れる営業・技術研修会のテーマについて議
論したとの報告があった。また、2024年問
題の運送費お願いチラシを配布の上、各社
利益確保のため、工事会社様に対し運送費
の費用負担をお願いしていきましょう！と
の呼びかけがあった。経営委員会について
は萩原委員（愛光電気株式会社）より、７
月29日に１回目の委員会が開催され、来年
１月21日の行われる賀詞交歓会の講師に、
国際教養大学大学院客員教授で国際ジャー
ナリストの“小西 克哉氏”にお願いした件、
経営セミナーは10月１日に「アンガーマネ
ジメント」をテーマに、ルーセントプロ代
表の“中島 左江子氏”を講師に迎え実施する
件が決定したとの報告があった。広報委員
会については金子委員より、７月31日に委
員会が開催され、マンスリーの新企画とし
て、支部リレーレポート“組合員のつぶや
き”を特段のテーマは設けず10月号より、
スズデン株式会社・鈴木広報委員長からス
タートになる件、組合員名簿の原稿を早め
に返送していただきたい件、広告協賛メー
カー様懇談会は昨年同様年明け２月に予定
する件が決定したとの報告があった。
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北　支　部　会

定刻少し前に全員が
集合し、八杉幹事（因
幡電機産業株式会社）
の司会進行で支部会が
開 始 さ れ た。 冒 頭、
山下支部長（株式会社
山下商行）が、以下の
通り挨拶を述べた。「皆
さん、こんばんは。今
回、 支 部 長 を 仰 せ つ
かって初めての支部会
に、足元が悪くなりそ
うなところお集まりい
ただき、有難うござい
ます。６月頃、支部会を実施しようと思っ
ていましたが、私の怠慢で企画できず申し
訳ございませんでした。出来れば、12月の
忘年会の前の１０月か１１月に、メーカー様の
ショウルーム見学を兼ねた支部会を開催し
たいと考えています。さて、本日は恒例と
なりました暑気払いを、古井社長様にお願
いして昨年同様老舗の鰻屋さんで行うこと
ができました。古井社長様には、素晴らし
い席を用意していただき感謝申し上げま
す。今年は、例年と比較しても暑い日が続

いておりますので、しっかりとスタミナを
つけていただきたいと思います。先般、
増山さんに電話したところ、まだ体調がす
ぐれないようで、息子さんもお忙しくて参
加できないので、皆さんに宜しくお伝え下
さいとのことでした。限られた時間ではあ
りますが、楽しい時間をお過ごしいただき
ますようお願い致します。」

続いて、報告事項に移り、理事会報告に
ついては今村副支部長（石義電機株式会社）
より、６月19日に行われた理事会で役員業

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年８月27日（火）午後６時より

場　所：新宿区神楽坂　『志満金』

北支部（支部長＝山下聡一郎氏、組合員16社・支部構成数22社）は標記
の通り、神楽坂の『志満金』において暑気払いを兼ねて定例支部会を開催
した。当日は組合員17名が出席し、執行部から川上副理事長、事務局から
山平事務局長が参加した。
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� 支部会だより� 支部会だより
開催される件が報告され、昨年は少数精鋭
で頑張って優勝したものの、支部として５
組20名ぐらいは参加していただき、２年連
続優勝を飾りたいと思うので、奮って参加
お願いしたい旨の説明があった。

引続き、事務局より今後のスケジュール
について説明があった。また、川上副理事
長（ハマノ電気株式会社）から、各支部の
開催状況を詳細に説明があった。最後に
小泉専務理事（小泉電機株式会社）が東青
会の活動状況について説明し、定例の支部
会を終了した。

支部会終了後、同会場にて懇親会を開催
した。冒頭、川上副理事長が、「まだまだ
暑い日が続きますので、体調にはくれぐれ
も気を付けて夏を乗り切りましょう！」と
述べて乾杯の音頭を執り、懇親会のスター
トとなった。

懇親会では、創業150年を超える老舗の
味に舌鼓を打ちながら、楽しく賑やかな会
となった。

宴もたけなわの頃合いに、菅野社長（株
式会社菅野電気商会）が、久し振りに有難
い講話をご披露いただいた後、一本締めに
て中締めを行い、懇親会をお開きとした。

務分掌と委員会構成が決定し、北支部関係
の報告があった。委員会報告に移り、経営
委員会については田島副委員長より、７月
29日に委員会が開催され、経営セミナーを
10月１日に「アンガーマネジメント」をテー
マに、ルーセントプロ代表の“中島左江子
氏”を講師にお願いして、会場とオンライ
ンのハイブリッドで実施する件と、１月21
日の賀詞交歓会講師は、国際教養大学大学
院客員教授で国際ジャーナリスト・コメン
テーターの“小西克哉氏”にお願いした件の
報告があった。市場活性委員会については
佐々木委員（パナソニック電材ソリュー
ションズ株式会社）より、８月８日に１回
目の委員会が開催され、11月６日に恒例の
都工組様幹部・青年部懇親会を実施する件
と、２月に実施予定の営業・技術研修会の
テーマについて、アルミ電線・エアコン等
検討したものの、再度次回の委員会で決定
する事になったとの報告があった。広報委
員会については事務局より、組合員名簿の
原稿をまだの方は早急に返送いただきたい
件、「ご近所紹介」に代わる組合員リレー
レポートとして、「組合員のつぶやき」を、
テーマフリーで10月号より連載開始する
件、広告協賛メーカー様懇談会は昨年同様
２月に開催する件、などが決定した
との報告があった。業務委員会につ
いては只野委員（日本電設資材株式
会社）より、７月18日に神山副理事
長のご厚意により、恵比寿の海光電
業株式会社の会議室をお借りして開
催され、10月26日（土）によみうり
ランドBBQが開催される件と、来年
３月７日（金）にボウリング大会を
東京ドームボウリングセンターにて



（10）

第2弾 支部リレーレポート支部リレーレポート

　２０２０年２月上旬、ダイアモンドプリンセス号のコロ
ナ感染がありましたが、香港での感染でSARS同様、
感染拡大は東南アジアだけだろうとの判断で、２月中
旬からオランダの仕入れ先訪問に行ってきました。 
　日本の緊張感とは別で、自由に行動、飲食という通
常の風景でした。 
　＊その３－４カ月後にヨーロッパが外出禁止になる
ことは予想だにしませんでした。

　ほぼ１００回継続した、組合員執筆の「ご近所紹介」も終了しました。
　今回、広報委員会として新たに連載「組合員のつぶやき」をスタートすることに
なりましたので、是非今後は組合員の皆さんの積極的な投稿をお願いいたします。
特段のテーマはありませんので、皆さん自由に思いのたけをつぶやいてください！ 
　口火を切るのは、前回同様、委員長の鈴木になりました。

　その２週間後の３月上旬、舞浜駅の風景です。
　人の移動が大幅に減り、夢の国が閑散として
いました。 

今は飛べないロシア上空今は飛べないロシア上空

　政府より、緊急事態宣言が４月７日に発出されましたが、コロ
ナが脅威と広く知られたのは、芸能人では「志村けんさん、岡江
久美子さん」のお二人が亡くなられ 、経済界では　鈴木も個人
的にもお世話になっていた「オムロンの立石義雄さん」が亡くな
られた頃からで、厳しいウイルス感染は死につながるとの認識が
広まりました。 

♣　♠　♣

夢の国入り口　ボン・ヴォヤージュ前夢の国入り口　ボン・ヴォヤージュ前 ♣　♠　♣

組合員の
     　　つぶやき第１回

「コロナの時代を
　　　 振り返って」

中央支部
スズデン株式会社
鈴木 敏雄 記

新連載
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� 支部リレーレポート� 支部リレーレポート 第2弾

　２０２０年から２０２２年を、鈴木の個人的な写真ともに振り
返ってみたいと思います。 

２０２０年５月
　５月１９日に東電材組合の通常総会が、築地・電気工事会
館において役員のみの出席で開催され、その帰りに撮った、
銀座４丁目で人が２～３人しかいない風景です。
　今の外国人含めての混雑を見ると、信じられません。 

２０２０年６月
　京都の祇園花見小路も、人は２～３人で
した。

銀座銀座

2020年６月　祇園花見小路2020年６月　祇園花見小路

２０２０年11月
　コロナの逼塞感の中で素晴らしい出会いがありま
した。
　小生が理事長を仰せつかっている健保の対談で、
１億ビューの人気ユーチューバー・竹脇まりなさんと出会ったことです。 

　彼女の宅トレ、「地獄の19分」は、今でも２回／週、実行していま
す　これに依り、鈴木の健康維持に役にたっています。 
　是非、皆さんもトライしてみてください ！

２０２1年11月 　 
　北海道に出張した際の思い出は、 色々な割引のお陰で、シティホテ
ル・１泊・朝食付きが、５０００円で泊まれたこと。今でも鮮明に覚えて
います。 北大の秋」北大の秋」

宅トレ宅トレ

♣　♠　♣

♣　♠　♣

♣　♠　♣
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２０２３年１月
　朝９時過ぎの、先斗町 
　何故か、さびれている雰囲気が醸し出されています 

２０２２年１２月
　川平湾はいつ行っても　明るい青空　白い砂
浜です

２０２２年５月
　個人的に乗鞍高原に行き、雪の壁を一人占め出
来ました。 

川平湾は　素晴らしい川平湾は　素晴らしい

京都の繁華街が…京都の繁華街が…

ROCK ON で はじけてROCK ON で はじけて

乗鞍の雪の壁　独り占め乗鞍の雪の壁　独り占め

　一方、組合行事で言えば、機関誌広告協
賛メーカー様懇談会を、 緊急事態宣言・発
出、行動自由、発出、行動自由の繰り返し
の中で、委員会メンバーと役員の皆さん、
そして事務局と協力して、きちんと行動自
由の日時を上手く設定することが出来、毎
年度開催できたことは喜ばしい事でした。
　＊正直、クラスターが起きても、不思議
ではありませんでした。 

♣　♠　♣ ♣　♠　♣

２０２４年５月
　仕入れ先のアジアパ
シフィックの会議が、
ホーチミンで開催され
ました。

　今、コロナも５類に移りましたが 、是
非皆さん 、「７月下旬からお盆明け」まで、

「12月上旬から１月成人式ごろ」までは 、
常に感染リスクが高いことを、お互いに再
認識し、健康な時を迎えましょう！ 
　併せて、「中南米発・オロプーシェ熱、
アフリカ発・エムポックス」も出てきてい
ますので、「ご安全に」！！

♣　♠　♣

♣　♠　♣

♣　♠　♣

第2弾 支部リレーレポート支部リレーレポート
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今月のテーマ　国交省住宅局関係予算 令和７年度概算要求

　令和７年度予算の概算要求内容が各省か
ら公表され、国交省住宅局関連予算の重点
施策は以下のようになっています。
１�．住まい・くらしの安全確保、良好な市

街地環境の整備（耐震化の加速／レジリ
エンス向上）

２�．既存ストックの有効活用と流通市場の
形成（マンション対策/空き家対策/ス
トック対策）

３�．住宅・建築物における脱炭素対策等（省
エネ性能向上／ライフサイクルカーボン
／木材利用の促進）

４�．誰もが安心して暮らせる多様な住まい
の確保（こども･子育て／セーフティネッ
ト／バリアフリー）

５�．住宅・建築分野のＤＸ・生
産性向上の推進等（建築ＢＩ
Ｍ／建築確認のオンライン化
／国際展開）

１�．住まい・くらしの安全確保、
良好な市街地環境の整備

　令和６年能登半島地震の被害
を踏まえ、防災・減災対策を強
化するものです。
⑴耐震化の加速
　○�住宅・建築物の防災対策に

係る緊急支援
　○�木造密集地域における耐震

化支援の強化
　○�緊急輸送路沿道のテナント

ビル等の耐震化支援の強化
　○�公営住宅の旧耐震ストック

等の除却支援の強化
⑵災害へのレジリエンスの向上
　○�防災拠点のレジリエンス向上支援の強

化
　○�住宅のレジリエンス向上のモデル的取

組への支援

２�．既存ストックの有効活用と流通市場の
形成

　老朽マンション対策や、適正な維持管理
等を通じた既存ストックの長寿命化と更新
を促進することで、良質な住宅ストックの
形成を推進するとしています。
⑴マンション対策の強化
　○総合的なマンション対策の推進

� トピックス� トピックス

［国交省住宅局『令和７年度 住宅局関係予算概算要求概要』より］

住宅・建築物省エネ改修推進事業【継続】の
住宅に関する現行（R6）制度概要
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　○高経年マンションの再生等への融資
⑵空き家対策・郊外住宅団地再生支援
　○空き家の除却・活用促進への支援
　○民間主体の郊外団地の再生支援の強化
⑶良質な住宅ストックの形成
　○長期優良住宅のさらなる普及への支援

３．住宅・建築物における脱炭素対策 等
　2050年カーボンニュートラルの実現に向
け、住宅・建築物分野の脱炭素化を促進す
るため、省エネ対策に加え、建築物のライ
フサイクルカーボン削減に向けた取組を推
進。
⑴省エネ性能向上の促進
　○�既存住宅・建築物ストックの省エネリ

フォームの促進
　・�公営住宅・ＵＲ賃貸住宅の省エネリ

フォームへの支援
　・長期優良住宅化リフォームへの支援
　・�既存住宅・建築物の省エネリフォーム

への支援
　○�新築住宅・建築物の省エネ性能の引上

げ
⑵�ライフサイクルカーボン算定・評価の推
進

　○�ライフサイクルカーボン削減に向けた
取組の推進（ＢＩＭ連携等）

⑶木材利用の促進
　○木造建築物等の規制合理化へ基準整備
　○優良な木造建築物等の整備への支援

４�．誰もが安心して暮らせる多様な住まい
の確保

　少子化の加速化や高齢者の増加、子育て
しやすい住まいの不足などを背景に、誰も
が安心して暮らせる多様な住まいの確保に

向け、子育て世帯等が安心して暮らせる住
まいの実現や住宅セーフティネット機能の
強化を図るとしています。
⑴こども・子育て対策
　○�大規模公的賃貸住宅の建替えと併せた

子育て支援施設の整備への支援
　○公営住宅ストック等の子育て活用
　〇民間住宅ストックの子育て活用
⑵住まいのセーフティネット
　〇�居住サポート住宅を含むセーフティ

ネット住宅における家賃債務保証料等
の低廉化支援の強化

　〇�居住支援法人等による居住支援活動へ
の支援

⑶バリアフリー
　〇�既存建築物のバリアフリー改修等の支

援

５�．住宅・建築分野のＤＸ・生産性向上の
推進 等

　社会全体のデジタル化に向け、住宅・建
築分野におけるIT活用等の新技術実装等を
進め、生産性の向上を目指すとしています。
⑴ＤＸ等の推進による生産性向上
　○�ＬＣＡ算定等に必要な建築ＢＩＭ導入

の加速化
　○�ＩｏＴ技術を活用した住宅の普及への

支援
⑵建築行政手続等のＤＸの推進
　○�建築確認のオンライン化、建築ＢＩＭ

による建築確認の推進
　○空き家データベースシステムの整備

　以上、大枠では継続的な事業が中心で大
幅な変更がなさそうにも見えますが、気に
なる点は、これまで国交省が地域工務店の
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株式会社綜合マーケティング・ビューロー
小杉　雄史

　国税当局において納税者の皆様からの照
会に対して回答した事例等のうち、他の納
税者の方々の参考となるものを掲載してい
ますが、消費税税関係の事例を取りまとめ
Ｑ＆Ａ形式したものを今回も取り上げてい
きたいと思います。

非課税
（用途変更の取扱い） 
Ｑ�１．住宅として借りた建物を賃貸人の承

諾を得ずに事業用に使用した場合の消費
税の取扱いはどうなるのでしょうか。
Ａ�１．賃貸借に係る契約において住宅とし

て借り受けていた建物を、賃借人が賃貸
人との契約変更を行わずに事業用に使用
したとしても、当該建物の貸借料は課税
仕入れには該当しません。

　�　なお、貸付けに係る契約において住宅
として貸し付けた建物について、その後
契約当事者間で事業用に使用することに

ついて契約を変更した場合には、その用
途変更の契約をした後においては、課税
資産の貸付けに該当し、仕入税額控除の
対象となります。

（外国の記念金貨の輸入販売）
Ｑ�２．外国の記念金貨を販売のために国内

に輸入して販売した場合、消費税は課税
されるのでしょうか、それとも、その販
売は支払手段の譲渡として消費税は課さ
れないのでしょうか。
Ａ�２．国の通貨たる金貨は支払手段に該当

し、非課税の対象とされていますが、支
払手段のうち販売用のものは、非課税の
対象から除かれています。

　�　したがって、質問の記念金貨は国内で
販売するために輸入されるものですか
ら、保税地域からの引取り時に消費税が
課税されることとなります。

　�　なお、保税地域からの引取段階で課税

消費税の間違いやすい事例３

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート

ＺＥＨ取組の枠組みとして推進してきた
「地域型住宅グリーン化事業」が概算要求の
重点施策等に紹介されていないことです。
　９月中旬に国交省住宅局に確認したとこ
ろでは、現時点で「地域型住宅グリーン化
事業」については、令和７年度についても
継続するか、令和６年度をもって終了する
かは”未定”とのことでした。いったん当該
事業が終了した場合、後継となる代替事業
があるのかどうかについても同様とのこと
です。

　従いまして、令和７年度における「地域
型住宅グリーン化事業」の方向性について
は国会等での審議を経てからでないと見通
せない状況であり、通常ですと１２月～１月
頃と思われる政府予算案閣議決定や予算案
の国会提出などのタイミングで、どのよう
に扱われているかに注目しておく必要があ
ります。

� トピックス� トピックス
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された消費税は、国内で販売の際に課税
された消費税から控除することができる
こととなります。

（輸出取引等の範囲）
Ｑ�３．客の依頼に基づき国外へ商品を送付

する次のような取引の場合、販売店の課
税資産の譲渡は、輸出免税の対象となる
取引に該当するのでしょうか。

Ａ�３．消費税法施行規則第５条第１項の規
定に従って輸出証明がされている限り、
輸出免税の対象となる取引に該当するも
のとして取り扱って差し支えありませ
ん。

　�　この場合において、輸出者を販売店と
して明記している限り、梱包の表面等に
依頼人の氏名等を表示することとしても
差し支えありません。

資産の譲渡の範囲
（「労働者派遣」に係る労働者派遣料）
Ｑ�４．同族法人グループ間において、労働

者派遣会社を設立し、当該グループ内の
法人に対し労働者の派遣を行っている取
引があり、その例としては、同族法人グ
ループ内の会社を定年退職した社員を当
該労働者派遣会社で雇用し、退職前の会
社に派遣して退職前と同じ職務に従事さ
せるなど派遣された労働者にとっては、

派遣される以前の勤務状況と実質的に何
ら変わることがない実態のものがありま
す。

　�　このような場合であっても、当該労働
者派遣会社と労働者の派遣を受ける会社
との労働者派遣に基づく対価（労働者派
遣会社で雇用している労働者の役務の提
供の対価）として金銭を授受していると
きは、消費税の課税の対象となるので
しょうか。
Ａ�４．労働者の派遣を受ける会社とその会

社に派遣されてくる労働者との間に、雇
用関係がないと認められる場合（出向の
場合は、出向先と出向社員との間に雇用
契約関係が生じる。）には、当該労働者
の派遣を受ける会社が支出する金銭は、
労働者派遣法の適用のある労働者の派遣
に係る対価（労働者派遣料）であり、給
与に該当しないことから、消費税の課税
の対象となり、当該対価を支払った事業
者は、仕入税額控除ができることとなり
ます。

　（参考）
　○�事業者が支出する金銭が、「出向」に

基づく給与負担金となるか、又は「労
働者派遣」に係る労働者派遣料となる
かは、当該労働者に対する雇用契約関
係等の有無（事実関係）に基づき判定
することとなりますが、「出向」と「労
働者派遣」との関係を整理すると次の
ようになります（厚生労働省職業安定
局編・労働者派遣法）。

　①「出向」の定義
　　�　「出向」とは、一般的に出向元事業

主と何らかの関係を保ちながら、出向
先との間において新たに雇用契約関係

税務・会計レポート税務・会計レポート

①商品注文し、
発送支持する
とともに代金
支払

②発送
荷受人は販
売業者名義
である。

顧

客

荷
受
人

国
外
の

① ②
販
売
店
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に基づき相当期間継続的に勤務する形
態であるとされています。

　　�　また、「出向」は出向元と労働者と
の関係により、「移籍出向」（出向元と
労働者との間の雇用関係が終了し、出
向先と労働者との間に一元的な雇用関
係が成立する）と「在籍出向」（出向
元と労働者との間の雇用関係を維持し
つつ、出向先と労働者との間にも雇用
契約関係が成立する）に区分されます。

　②「労働者派遣事業」の定義
　　�　「労働者派遣事業」とは、「労働者派

遣を業として行うこと」をいい、この
「労働者派遣」とは、「自己の雇用する
労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、
他人の指揮命令を受けて、当該他人の
ために労働に従事させること」（当該
他人に対し当該労働者を当該他人に雇
用させることを約してするものを含ま
ない。）とされています（労働者派遣
法第２条）。

　　�　したがって、次の３つの要素からな
る「労働者派遣」を業として行うこと
を「労働者派遣事業」といいます。

　　イ�　「自己の雇用する労働者を労働に
従事させる」（派遣元が労働者を雇
用する。）

　　ロ�　「他人の指揮命令を受けて、当該
他人のために労働に従事させる」（派
遣先が労働者を指揮命令する。）

　　ハ�　「労働者を当該他人に雇用させる
ことを約してするものを含まない」

（派遣先は労働者を雇用しない。）
　　�　以上のことから、「出向」と「労働

者派遣」は、派遣先と当該労働者との
間に雇用契約関係が存在するか否かに

より、明確に区分されることとなりま
す。

　（商品券の発行に係る売上げの計上時期）
Ｑ�５．当社（中小企業）が商品券を発行し

た場合において、発行の時点で収益に計
上する経理処理を行っているときは、消
費税法上もその時点で課税資産の譲渡等
があったものとして課税することとなる
のでしょうか。

　�　また、この場合、商品と引き換えた時
点を消費税法上の課税資産の譲渡等の時
期とすれば、発行の時点で商品券の売上
げを計上し、商品券と商品とを引き換え
た時点で商品の売上げを計上することと
なるので、売上げの二重計上とならない
のでしょうか。
Ａ�５．１　商品券の原始発行は、資産の譲

渡等に該当せず、課税の対象とはなりま
せん。商品券について課税が生ずるのは
商品券が商品と引き換えられた時点で
す。

　（注）�　商品券等の発行者以外の者が行う
商品券等の販売（流通している商品
券等の販売）は、消費税は非課税と
されています。

　�２　このように、商品券等の発行時には
消費税の課税関係は生じませんから、商
品券の発行について、発行の時点を収益
計上の時期とする方法、又は、商品券の
発行代金を預り金として処理し、商品と
引き換えた時点を収益計上の時期とする
方法のいずれの方法で経理されている場
合であっても、実際に商品を引き渡した
時に消費税の課税が生ずることとなりま
すので、二重に課税されることはありま

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート
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せん。
　（参考）
　�　法人税においては、商品券を発行した

場合、原則として引換えにより商品の引
渡し等をした日の属する事業年度の益金
の額に算入することになりますが、商品
券の発行の日から10年が経過した日等の
属する事業年度終了の時において、未引
換券がある場合については、その未引換
券に係る対価の額を一括してその事業年
度の収益に計上することとされていま
す。この未引換券の収益計上は資産の譲
渡等を伴わないものですから、原則とし
て消費税の課税の対象とはなりません。

課税標準
（営業の譲渡をした場合の対価の額）
Ｑ�６．営業に係る営業権、土地、建物及び

債権・債務の一切を含めて譲渡するいわ
ゆる営業の譲渡を行った場合には、譲渡
の対象となった資産について課税対象の
ものと非課税対象のものに区分し、課税
対象のものについてのみ消費税を課税す
ればよいのでしょうか。

　�　例えば、次の事例の場合の課税標準は、
20億円（営業権10億円＋有形固定資産10
億円）となるのでしょうか。

　〔事例〕

　

○資産 土地（時価評価額） 20億円
 営業権 10億円
 有形固定資産 10億円
○負債 預り保証金 ５千万円
○差引支払金額 39億５千万円

Ａ�６．営業の譲渡は営業に係る資産、負債
の一切を含めて譲渡する契約であり、資
産の譲渡については、課税資産と非課税
資産を一括して譲渡するものと認められ

ますから、課税資産と非課税資産の対価
の額を合理的に区分して課税することと
なります。

　�　したがって、事例の場合の課税対象と
なる対価の額は20億円（営業権10億円＋
有形固定資産10億円）となります。土地
の20億円は非課税のため算入しません。

仕入税額控除
（野球場のシーズン予約席料）
Ｑ�７．当社は３月決算の法人ですが、得意

先の接待のためAスタジアムのシーズン
予約席（ボックスシート）を確保し、３
月中にシーズン予約席料を支払うことに
しています。このシーズン予約席料は、
仕入税額控除の対象となるのでしょう
か。

　�　また、仕入税額控除の対象となる場合、
いつの課税期間において仕入税額控除を
行うことになるのでしょうか。
Ａ�７．野球場のシーズン予約席料は、主催

者と予約者の間の契約に基づくシーズン
中における野球観戦を目的とした席料で
あるとともに、野球を観戦させるという
役務の提供の対価と考えられますから課
税仕入れとなり、仕入税額控除の対象と
なります。

　�　なお、シーズン予約者には試合ごとの
入場券が交付されますが、この入場券は
シーズン予約者であることを証する一種
の整理券と考えるのが妥当であり物品切
手には該当しません。

　�　また、課税仕入れの時期は、現実に役
務の提供を受ける日つまり観戦をする日
ですが、交際費等の損金算入時期（中途
解約はできないものであるから、接待等

税務・会計レポート税務・会計レポート
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のあった日として交際費等に直接関連す
る行為のあった開幕日）に課税仕入れが
あったとしても差し支えありません。

（損害を被った場合の修理の費用）
Ｑ�８．事業用資産について被った損害を事

業者自身において修理した場合、その修
理費用は、仕入税額控除の対象となるの
でしょうか。

　�　また、当該損害について修理後に自己
の契約している保険会社から保険金が支
払われた場合はどうなるのでしょうか。
Ａ�８．破損した事業用資産を自己において

修理した場合には、その支払った修理の
費用については課税仕入れに該当し、仕
入税額控除の対象となります。

　�　なお、その費用について加害者から損
害賠償金を受け入れた場合には、その受
け入れた損害賠償金について課税関係は
生じません。損害に係る保険金収入につ
いても同様です

（通勤手当、住居手当）
Ｑ�９．従業員に対する通勤手当、住居手当

等は課税仕入れに該当するのでしょう
か。
Ａ�９．１　事業者が使用人等に支給する通

勤手当（通勤定期等の現物による支給を
含む。）のうち通勤のために通常必要と
する範囲内のものは、所得税法上非課税
とされる金額を超えている場合であって
も、その全額が課税仕入れに該当するも
のとして取り扱います。

　�２　住居手当については、事業者の事業
遂行上直接必要なものとはいえず、その
所得の種類も給与等に該当することか

ら、課税仕入れには該当しません。

（社内提案報償金）
Ｑ�10．当社では社内提案制度を設けてお

り、業務上有益な発明、考案又は創作を
した者が、その発明、考案又は創作に係
る特許、実用新案登録又は意匠登録を受
ける権利を使用者に承継させた場合に
は、その発明等をした社員に報償金を交
付しています。

　�　この報償金は、課税仕入れに該当する
のでしょうか。
Ａ�10．質問の社員等に対して交付する報償

金のうち、次に掲げる金銭の支払につい
ては、課税仕入れに該当します。

　�⑴　業務上有益な発明、考案又は創作を
した使用人等から当該発明、考案又は創
作に係る特許を受ける権利、実用新案登
録を受ける権利若しくは意匠登録を受け
る権利又は特許権、実用新案権若しくは
意匠権を承継したことにより支給するも
の

　�⑵　特許権、実用新案権又は意匠権を取
得した使用人等にこれらの権利に係る実
施権の対価として支給するもの

　�⑶　事務若しくは作業の合理化、製品の
品質改良又は経費の節約等に寄与する工
夫、考案等（特許又は実用新案登録若し
くは意匠登録を受けるに至らないものに
限り、その工夫、考案等がその者の通常
の職務の範囲内の行為である場合を除
く。）をした使用人等に支給するもの

セントラルクリエイツ税理士法人
（経営革新等認定支援機関）

林　　義　孝

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート
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れこそ、発症する０.１秒前まで普通に
元気です。そして、いきなり気を失っ
て倒れて、運良く目を覚ましても『良
かったですね。助かりましたよ』と言
われ、車椅子生活か介護付き生活にい
きなり放り込まれる、と言う顛末に至
ります。
高血圧は、『ある日ある時いきなり
人生に取り返しのつかない大きなダ
メージを与える病気』だから、まずい
のです。
では、『高血圧の薬は飲み始めると
一生飲まなければならない』のでしょ
うか？

コレについては、
『飲み続けなければ
ならない、と言い切
ることはないけれど
多くの場合、継続し
て内服していただく
ことになってしま
う』と言うのが、一
番正しい表現になる
と思います。
ただし、『血圧の
薬は続けなくちゃな

第 42 回

では、まずは血圧が高い状態の放置
が、自分では何も感じないのにまずい
理由について。
前回もお伝えした通り、『血圧が高

いまま放置しておくと、梗塞や出血、
つまり脳梗塞や心筋梗塞、脳出血など
が起きやすい状態が、自覚する身体の
変化が起きないまま、ドンドン悪化し
ていくから』です。そして、脳梗塞も
心筋梗塞も脳出血も、だんだん悪くな
る病気ではなく、急に発症します。熱
中症の時にも、『急に来るので油断は
禁物』という話をさせていただきまし
たが、こちらはもっと急に来ます。そ

高血圧
ある日ある時いきなり

人生に取り返しのつかない

大きなダメージを与える病気

脳梗塞

心筋梗塞

脳出血

健康役立ちコラム健康役立ちコラム Part Ⅱ

高血圧症について　その２高血圧症について　その２
高血圧は生活習慣病
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� 健康役立ちコラム� 健康役立ちコラムPart Ⅱ

れらは全て、血圧を上げてしまいます。
これら全てをしっかり改善しないと、
血圧は下がりません。
そうなってくると、お薬をなくすこ
とが出来るほどの生活習慣の改善と言
うのはこれはほぼ不可能ですよね。だ
から、結局薬の継続が必要となってし
まうことが圧倒的に多いのです。
つまり、血圧の薬は、『それをなく
すことが出来るほどの生活習慣改善が
現実的に難しいから、ずっと飲む必要
がある』わけです。
高血圧は自覚症状がなくても管理す
る必要があり、その管理を生活習慣の
改善だけで成し遂げるのはとても難し
い、けっこう面倒な病気です。やはり、
出来るだけお医者さんとうまく連携を
取りながら数値を管理するのがベスト
である、と私は考えます。

らなくなる』というのは、完全な間違
いです。やめられなくなるのは薬のせ
いではありません。
高血圧は、生活習慣病です。確かに

人は年を取るにつれて血圧が高くなる
傾向は避けられません。それでも、生
活習慣管理がうまく出来ている場合、
高血圧の診断基準となる数値に届くこ
とは多くないのです。それなのに数値
を超えてくる理由は、『その人の生活
習慣のなかに血圧が高くなる要素が充
分以上に含まれてしまっているから』
であって、そういう場合、血圧を下げ
るには、その生活習慣を改善するか、
改善しきれない部分をお薬で補填する
か、のどちらかしか手段はありません。
そして、大変残念なことに、その血

圧を上げてしまうような生活習慣と言
うのは、ほぼ全て、今の人々にとって
日常的で人間らしい暮らしなのです。
喫煙・運動不足・お酒を飲む・夜更か
しをする・美味しいものを食べる、こ

生活習慣＝
今の人々にとって
日常的で人間らしい暮らし

夜更かし
をする

お酒を
飲む

運動不足

喫煙
美味しい
ものを
食べる

これらは全て 血圧 を上げてしまいます

築地ふたばクリニック院長　鎌田　徹
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東電材・都工組様も出展します。
是非、ご来場お願い致します！！

おしらせ①おしらせ①
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○最低賃金に関するお問い合わせは
　東京労働局賃金課最低賃金係（☎03-3512-1614）
　または 最寄りの労働基準監督署へ

1,163 円
時間額

～東京で働く全ての労働者に東京都最低賃金が適用されます～

業務改善助成金
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、
生産性向上のための設備投資などを行う場
合は、業務改善助成金をご活用ください。
詳しくは、
業務改善助成金コールセンター ☎ 0120-366-440
東京働き方改革推進支援センター ☎ 0120-232-865

令 和 6 年１０月１日から

東京都最低賃金のお知らせ

50円

さいちん犬

1,163円
だワン

� おしらせ②� おしらせ②



（24）
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委 員 長　鈴木　敏雄（ス ズ デ ン ㈱）

副委員長　笠井　和利（笠 井 電 機 ㈱）

委　　員　半田　哲也（桜田電気工業㈱）

委　員　川名　哲也（新 明 電 材 ㈱）

　〃　　金子　　誉（㈱ カ ネ デ ン）

　〃　　日置　茂生（東京エレク総業㈱）

〔事務局〕	 事務局長　山平正純
　　TEL	 03（3541）7140
　　FAX	 03（3546）3838
　E-mail

office@todenzai.or.jp
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テンパール工業株式会社………………………３ 岩崎電気株式会社………………………………27

大光電機株式会社………………………………３ 内外電機株式会社………………………………28

株式会社三桂製作所……………………………４ 電成興業株式会社………………………………28

オーデリック株式会社…………………………24 三菱電機住環境システムズ株式会社………表Ⅲ

ダイキンHVACソリューション東京株式会社……25 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社
　　　　　　　　　　………………………表Ⅳ

ISO14001 認証取得　E02-313 羽村工場ISO9001 認証取得　JET-0128 ISO14001 認証取得　E99-114 山形工場https://www.odelic.co.jp

本社 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1111 　 FAX（03）3332-1103
東京ショールーム 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1102 　 FAX（03）3332-2949  

「でんき点けて」

声であかりをタッチレスコントロール

音声リモコン
すべて※のあかりを
声でコントロール。

音声リモコン

RC 924
¥8,900（税抜き)

あかりを
声で自在にコントロールする。
オーデリックの
すべての製品と組み合わせて
お使いいただけます。
※屋外用を除く。（音声リモコンは屋外では使用できません。）
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